
開発許可等に関する標準処理期間 

 

 標準処理期間とは、申請が行政庁に到達してから当該申請に対する処分を行うまで

に要する標準的な期間のことです。ただし、申請の内容や混雑具合によって、実際の

処理期間がこれを越えることもあります。 

  また、次に掲げる日数は、標準処理期間に算入しません。 

⑴ 申請書の不備等の理由により補正を求めた場合における当該補正に要する日数 

⑵ 土曜日、日曜日および国民の祝日に関する法律に規定する休日の日数 

⑶ 12 月 29 日から翌年の 1 月 3 日までの日数(上記 2 に掲げる日数を除く) 

⑷ 開発審査会の議を得る必要がある場合、開発審査会の開催に要する日数 

⑸ 関係法令との協議・調整の結果、同日許可する必要がある場合や、関係法令の審

査などに要する日数 

  

標準処理期間一覧表 

手続きの内容 根拠法令 標準処理期間 

開発行為の許可(1ha未満) 
法第29条 

30日 

開発行為の許可(1ha以上) 40日 

開発行為の変更許可(1ha未満) 
法第35条の2 

20日 

開発行為の変更許可(1ha以上) 30日 

建築制限の解除承認 法第37条 10日 

開発許可を受けた土地における建築等の許可 法第42条 30日 

開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の許可 法第43条 30日 

地位の承継承認 法第45条 10日 

開発行為又は建築に関する証明書等の交付 規則第60条 20日 

 

 


